
深浦町林業経営体育成事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内の林業経営体の経営の安定及び技術習得を支援するため、

予算の範囲内において深浦町林業経営体育成事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、

深浦町補助金等の交付に関する規則（平成17年深浦町規則第45号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象者（以下「交付対象者」という。）は、町内に事業所

（法人にあっては本社又は支社（営業所）、個人にあっては住所）を有する日本標

準産業分類（平成25年総務省告示405号）に規定する林業を営む者であるほか、別

表のとおりとする。ただし、町税等に未納がある者及び深浦町暴力団排除条例（平

成23年深浦町条例第18号）に違反する者は交付対象者としない。 

（補助事業、補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助金の交

付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は別表のと

おりとする。 

（申請書等） 

第４条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書は、深浦町林業経営体育成事業補助

金交付申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第

226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じ



て得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請

しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでな

いものについては、この限りでない。 

（補助金の交付の決定） 

第５条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の

審査及び必要に応じて行う調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたと

きは、補助金の交付を決定し、申請者に深浦町林業経営体育成事業補助金交付決定

通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５

条の規定により付された条件となるものとする。 

(１) 補助事業の内容の変更で補助対象経費の30パーセントを超える増減がある場

合には、深浦町林業経営体育成事業内容変更承認申請書（様式第３号）を町長に

提出してその承認を受けること。 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、深浦町林業経営体育成事業

中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を町長に提出してその承認を受けること。 

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。 

(４) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明ら

かにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了年度の翌年度から５年間保

管しておくこと。 

(５) 補助事業によって取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

(６) 補助事業によって取得した財産について、財産管理台帳（様式第５号）その

他関係書類を第14条に規定する期間中、整備保管すること。 

(７) 補助事業により取得した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入



があった場合において、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を

町に納付すること。 

（申請の取下げの期日） 

第７条 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助

金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。 

２ 交付の申請の取下げは、深浦町林業経営体育成事業補助金交付申請取下書（様式

第６号）を町長に提出して行うものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第11条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承

認を受けた場合は、その日）から起算して30日を経過した日又は事業完了年度の翌

年度の４月20日のいずれか早い期日までに深浦町林業経営体育成事業完了（廃止）

実績報告書（様式第７号）によるものとする。 

（補助金の確定及び返還） 

第９条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、規則第12条の規定に

より交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に深浦町林業経営体育成事業

補助金確定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

２ 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助

金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

(１) 規則若しくはこの告示又は補助条件に違反したとき。 

(２) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。 

（補助金の交付方法） 

第10条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、

概算払により交付することができる。 

（補助金の請求） 

第11条 補助金を概算払により請求する場合は、深浦町林業経営体育成事業補助金概



算払請求書（様式第９号）の提出により行うものとする。 

（経過報告） 

第12条 補助事業者は事業を完了した翌年度から３か年、毎年度４月20日までに深浦

町林業経営体育成事業経過報告書（様式第10号）を町長に提出するものとする。 

（処分の制限を受ける財産） 

第13条 規則第20条第２号の規定により処分の制限を受ける財産は、１件の取得価格

が50万円以上の機械とする。 

２ 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産が処分制限期間内に補助金交付

の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町と協議し、その指示に従

って、当該財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければ

ならない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由のため、これにより難い場合

には、町長に協議することができる。 

（処分の制限を受ける期間） 

第14条 規則第20条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数を経過す

るまでの期間とする。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

事業区分 １ 雇用支援事業 

交付対象者が林業従事者の常用雇用に係る経費の一部を支



援。 

２ 資格取得等支援事業 

作業の効率化や安全確保を推進する交付対象者が従業員に資

格を取得させるための経費の一部を支援。 

３ 高性能林業機械等導入支援事業 

作業の効率化や安全確保を推進する交付対象者が高性能林業

機械等を導入するための経費の一部を支援。 

交付対象者 １ 雇用支援事業 

林業を起業又は新規参入した者で、起業又は新規参入した日

から３年を経過していない者。 

２ 資格取得等支援事業 

林業を営む者。 

３ 高性能林業機械等導入支援事業 

林業を起業又は新規参入した者で、起業又は新規参入した日

から３年を経過していない者。 

補助対象及

び経費 

１ 雇用支援事業 

(１)常用雇用する林業従事者で、林業就業経験が通算で５年未

満の者で継続して就業する意思のある者を雇用する経費。 

(２)補助対象期間は、林業振興事業実施要綱（平成17年３月23

日付け16林政経161号農林水産事務次官依命通知）別表事業の種

類の欄の３の項事業内容の欄１に定める「緑の雇用」現場技能

者育成対策事業を導入するまでの期間又は雇用を開始してから

３年間を上限とし、１経営体につき２人を限度とする。 

２ 資格取得等支援事業 



(１)従業員が林業作業に必要な資格・免許等を取得する受験

料。 

(２)従業員が林業作業に必要な技能講習・各種教育等を受講す

る受講料（教材代含む）。 

３ 高性能林業機械等導入支援事業 

作業の効率化及び安全作業の推進のために導入する次に掲げ

る新品又は中古の高性能林業機械及び高能率林内作業車。 

ハーベスタ、フェラーバンチャ、プロセッサ、スキッダ、タ

ワーヤーダ、スイングヤーダ、フォワーダ、グラップル、グラ

ップルソー、グラップルクレーン、グラップル付トラック、ロ

グローダ及びその他町長が特に認める機械。 

補助金の額 １ 雇用支援事業 

(１)補助率：定額 

(２)１名につき年間750千円 

(３)雇用期間が12か月に満たない場合は、月割り及び日割り計

算とする。 

２ 資格取得等支援事業 

(１)補助率：定額 

(２)上限額：50千円／人・回 

３ 高性能林業機械等導入支援事業 

(１)補助率：10分の３ 

(２)上限額：2,000千円 

 


